様式第2号(第5条関係)
	　
	　〒
　住所

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
	　　下水道事業受益者負担金決定通知書
第　　　　　号　　
年　　月　　日　　
　　　彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則第5条の規定に基づき、次のとおり通知します。
彦根市長　　　　　　　　　　印　

	　
	

	　
	賦課年度
	整理番号
	　
	決定額(A)
	減免額(B)
	徴収猶予額(C)
	差引金額(A－B－C)

	
	　
	　
	
	円
	円
	円
	円

	　

	　
	3年前納の場合
(第1期～第12期分)
	差引金額
	1年前納の場合
(第1期～第4期分)
	差引金額

	
	
	円
	
	円



	(表)
	負担区名
	土地の所在
	権利の種類
	現況地目
	地積
(m2)
	単位金額
(m2当たり)
	負担額
(円)
	摘要

	
	
	町名
	地番
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



	　
	期別金額
	第1期
	第2期
	第3期
	第4期
	第5期
	第6期

	
	
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	
	
	第7期
	第8期
	第9期
	第10期
	第11期
	第12期

	
	
	円
	円
	円
	円
	円
	円


(裏面をよくご覧ください。)

	(裏)
	1　負担金は、3年分の額を12回(毎年4回)に分割し、後日送付する下水道事業受益者負担金納入通知書により納入してください。
2　負担金を一括して納付すると、報奨金が交付されます。
3　納期は、それぞれ次のとおりです。
　　1年目　2年目　3年目
　　第1期、第5期、第9期…………………7月10日から7月末日まで
　　第2期、第6期、第10期…………………9月10日から9月末日まで
　　第3期、第7期、第11期…………………12月10日から12月28日まで
　　第4期、第8期、第12期…………………3月10日から3月末日まで
4　受益者が、市内に住所、居所、事務所または事業所を有しないときは、負担金の納付に関する事項を処理していただくため、彦根市内において独立の生計を営む方のうちから「納付管理人」を定め、届け出てください。
5　受益者に異動があり、異動後に納期の到来する負担金を、新たに受益者となった方が納付される場合には、速やかに受益者異動届を提出してください。
6　住所を変更したときは、速やかに受益者(納付管理人)住所変更届を提出してください。
[bookmark: _GoBack]7　納期限までに完納しないときは、『彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例』に基づき、督促状を発し、1通につき100円を徴収します。また、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、同条例に定める割合で【延滞金】が加算されます。

教示
1　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)、提起することができます。
　　　なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。


	
	　
	受益者負担金の納付については、できるだけ金融機関による口座振替制度をご利用ください。
申込用紙は、各金融機関の窓口にあります。
	　



